
.   持続的に発展するまちづくりをすすめるため 

久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例 

を制定しました 問合せ 商工観光課 
商工労働係(内線 2881) 

◆なぜ条例を制定したの？ 

市内に立地する企業の大多数を占める中小企業・小規模企業は、地域の雇用と経済を支え、その発展に寄与すると
ともに、まちづくりにおいても地域社会の担い手として重要な役割を果たしてきました。 
人口減少や少子高齢化の進行、経済活動のグローバル化の進展など、経済・社会構造が大きく変化する中で、持続

的に発展するまちづくりを進めていくために、市民のみなさん、事業者、商工会をはじめ農協や金融機関などの経済
団体、市が共通認識を持ち、協働して、中小企業・小規模企業を振興する取組みを実施していくことが重要です。 
そこで、市は、中小企業・小規模企業の振興を重点課題と位置付け、振興の基本理念を明らかにし、地域社会の発

展と市民生活を豊かにする施策を総合的に実施するために、この条例を制定しました。 

平成２９年４月１日に施行しました。 

中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業自らの創意工夫や自主的な努力を尊重して、その特性に応
じた総合的な施策を、市民のみなさん、事業者、経済団体、市が連携、協働して推進することを基本としています。 

中小企業・小規模企業の役割 
●自主的に事業活動の向上や改善
に努めること 
●市内で生産、製造、加工される製
品や、提供される役務の利用に努め
ること 
●商工会等の中小企業・小規模企業
支援団体等に加入するとともに、暮
らしやすい地域社会の実現に貢献
するよう努めること 
             など 

関係するみなさんのそれぞれの役割は下図のイメージになります。 

経済団体等の役割 
●中小企業・小規模企業の経営の向
上や改善に積極的に取り組むこと 

など 

市の責務 
●中小企業・小規模企業
の振興のための施策を
推進すること。 
●人材等の確保が特に
必要であると思われる
小規模企業の事情に配
慮するよう努めること。 
●中小企業・小規模企業
の受注機会の増大に努
めること 

など 

大企業の役割 
●市内で生産、製造、
加工される製品や、提
供される役務の利用
に努めること 
●地域社会を構成す
る一員として、社会的
責任を自覚し、暮らし
やすい地域社会の実
現に貢献するよう努
めること 

など 

市民の役割 
●市内で生産、製造、加工される製品を購入していただくことや、提
供されるサービスを利用していただくことです。 
●中小企業・小規模企業によるイベントなどに積極的に参加していた
だくことです。 

◆いつ施行したの？ 
 

◆関係するみなさんの役割は？ 
 

◆基本理念（中小企業・小規模企業振興の考え方）とは？ 
 


